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生物多様性条約の目標

① 生物多様性の保全

② 生物多様性の構成要素の持続可能な利用

③ 遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡
平な配分





グリーンウオッチ２０１７

目標• 10

サンゴ礁等気候変動や海洋酸性化に影響を受ける脆弱
な生態系への悪影響を最小化する

目標• 12

絶滅危惧種の絶滅・減少が防止される

目標• 16

遺伝資源の利用から生じた利益の公平な配分に関する
名古屋議定書が施行、運用される



目標１６ 名古屋議定書

• ２０１０年 生物多様性条約(COP10)で採択

• ２０１４年 名古屋議定書発効（批准国５０か国）

→ 日本は２０１７年５月に批准



名古屋議定書批准が遅れた理由

1. 生物多様性条約の目的についての理解
「野生遺伝資源の保護と利用」

2. 「過大な期待」と「過剰な警戒」
ＡＢＳ（遺伝子資源へのアクセスと利益配分）関連の国内法整備

3. 「地球益を考えられる国」と
「国益だけを考える国」



① 国内希少野生動物種の指定種が少ない

レッドリスト： ３６３４種

現状： １７５種

２０１３年附帯決議：＋新規３００種 （２０２０年まで）

２０１７年附帯決議： ７００種 （２０３０年まで）

目標12 絶滅危惧種の保全
種の保存法 ２０１７年５月 改正法成立



目標12 絶滅危惧種の保全
種の保存法 ２０１７年５月 改正法成立

国内希少野生動物種① の指定種が少ない

生息地等保護区② の指定が進まない

現在• の指定地区 ９つ (直近の指定は２００６年）

２０１７• 年附帯決議：現場で実際に保全に取り組む団体
等からの提案を受け入れる制度の法定化を検討

財産権尊重条項• （３条）



目標12 絶滅危惧種の保全
種の保存法 ２０１７年５月 改正法成立

① 国内希少野生動物種の指定種が少ない

② 生息地等保護区の指定が進まない

③ 科学委員会

希少野生動植物種の指定

中央環境審議会 →

「野生動植物の種に関し専門の学識経験を有する者」



目標10 サンゴ礁等の脆弱な生態系への悪

影響を最小化する

• サンゴ礁

• 陸上の植物と同じ役割、海の生物の２５％が生息

• 日本国内の経済効果は約３０００億円

• 危機的状況

• 世界的に広がる白化現象。

• 主な原因は海水温上昇によるストレス



目標10 サンゴ礁等の脆弱な生態系への悪

影響を最小化する

• サンゴ礁へのストレス要因

• 地球温暖化・海洋酸性化

• 土壌流出

• 人為的破壊

• 水質汚染

• サンゴ食生物（オニヒトデなど）の大発生

• ２０１８年 国際サンゴ礁年（IYOR）



ありがとうございました！
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